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基本情報01
1 事業の目的と概要
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事業の目的

事業名

実施主体

事業内容

対象者

実施期間

交付予定ポイント数

エネルギー価格と物価の高騰を踏まえ、省エネ性能の高い家電製品の購入を支援することにより、家庭におけるエネ
ルギー費用負担の軽減及び温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的とする。

福島県省エネ家電購入応援事業（福島省エネ家電購入応援キャンペーン）

福島県（担当：生活環境部環境共生課）

実施期間中、キャンペーン参加店舗において対象製品を購入した県民に対し、PayPayポイントや楽天ポイントなど
のキャッシュレスポイントに交換可能な「ポイントギフト（えらべるPay）」又は商品券等を交付します。
なお、地域協力店の基準を満たす参加店舗での購入に対しては、県民へのポイントを増額します。

福島県民（個人）

購入対象期間
令和8年3月23日（月）～令和8年8月20日（木）

ポイント等交付申請受付期間
令和8年3月23日（月） ～令和8年8月31日（月）

ポイントギフト付与期間
令和8年3月23日～令和8年9月上旬

ポイント交換期限
令和8年3月23日（月） ～令和8年9月30日（水）

※実施期間はポイントの交付上限に達する、又は達するおそれがある場合、予定より早期に終了する場合があります。
※ポイントギフトには交換期限があります。

21億円
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2 参加店舗
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1. 県内に所在し、対象製品を販売する実店舗（営業所等を含む）であること。ＥＣ店舗等は対象外とする。
2. 対象製品に省エネラベルを表示し、顧客の生活環境等に応じた家電製品の選び方等についてアドバイスを行うとともに、省エネ性能等

について適切に案内をすること。
3. キャンペーンの実施に必要な手続（広報宣伝、消費者へのポイント交付対象製品等についての説明、申請の補助・助言等）を行うこと。
4. キャンペーンに関して不正が疑われる状況等を覚知した場合には、速やかに県に報告すること。
5. キャンペーンの実施に当たり、関連する法令等（特定家庭用機器再商品化法等）を遵守すること。

基本要件（通常店）

地域協力店要件
基本要件に加え、以下の要件を満たす参加店舗は
「地域協力店」として登録されます。

1. 本社・本店が福島県内に所在すること
2. 中小企業であること
※「中小企業」とは、右表の要件を満たす個人または法
人を指します。
※「資本金の総額または出資の総額」、「常時使用する
従業員の数」のいずれかを満たすこと。
※複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において
「売上高」が大きい方を主たる業種とする。

常時使用する
従業員の数

資本金の額又は
出資の総額

業種
（日本標準産業分類で定める業種）

３００人以下３億円以下① 製造業、建設業、運輸業
その他の業種（②～④を除く）

１００人以下１億円以下② 卸売業

１００人以下５千万円以下③ サービス業

５０人以下５千万円以下④ 小売業
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3 交付ポイントについて
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任意のキャッシュレスポイントに交換が可能な「えらべるPayポイント」もしくは商品券等（JTBナイスギフト・QUOカード）を交付します。
郵送により交付申請を行う場合は、商品券等（JTBナイスギフト・QUOカード）での交付となります。

えらべるPayポイント 商品券等

本キャンペーンは福島県による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。
福島省エネ家電購入応援キャンペーン事務局【0120-661-044】までお願いいたします。
Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。© 2023 iTunes K.K. All rights reserved.

ユーザーは保有ポイントを使い、キャッシュレスポイントに交換できます。

えらべるPayの詳細については、以下のURLをweb検索もしくはスマート
フォンでQRコードを読み取ってご確認ください。
https://giftee.biz/consumer/selectablepay/about/

QUOカード

JTBナイスギフト
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4 対象製品
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キャンペーンの対象となる製品は、以下の基準を満たすエアコン、冷蔵庫、LED照明器具、エコキュートのうち、資源エネルギー庁「省エネ型製品
情報サイト」に掲載されているものです。
対象製品一覧は下記のサイトから確認できます。

-シーリングライト
ペンダントライト451L～351L～

450L
51L～
350L3.6kW～2.5kW～

2.8kW
（冷房能力）
～2.2kW能力・容量

★4以上
(寒冷地仕様にあっては

★3.5以上)
★4以上

★3.5以上★2以上★2以上
★2以上★3以上★3以上統一省エネラベル

省エネ性能
かつ省エネ基準達成率100％以上

30,000
ポイント

5,000
ポイント40,000

ポイント
30,000
ポイント

10,000
ポイント

40,000
ポイント

30,000
ポイント

20,000
ポイント通常店

ポイント額
本体購入価格（税抜）１台あた

り5,000円以上が条件

60,000
ポイント

80,000
ポイント

60,000
ポイント

20,000
ポイント

80,000
ポイント

60,000
ポイント

40,000
ポイント地域協力店

（10,000円
以上の場合）

10,000
ポイント

（5,000円～
9,999円
の場合）
5,000
ポイント

1台まで4台まで1台まで2台まで申請上限台数

エアコン 電気冷蔵庫 LED照明器具

統一省エネラベル・省エネ性能の基準を満たしていても、「省エネ型製品情報サイト」に掲載のないものは対象となりません。

エコキュート

福島省エネ家電購入応援キャンペーン 専用サイト https ://fukushima-shoene-kaden. jp
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5 参加店舗の掲示・配布物
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参加店舗掲示・配布物 キャンペーン参加者への配布物

キャンペーンチケット

郵送用申請書
（オンライン申請が困難なキャンペーン参加者に
対応）

掲示期間
配布物受け取り後～令和8年8月20日（木）まで

参加者への配布期間
令和8年8月20日（木）まで

キャンペーンの参加店舗では、以下の告知物を掲示・配布いただきます。

ステッカー
（地域協力店）

ステッカー
（通常店）

スイングポップB2ポスター
A4チラシ

三角ポップ のぼり
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 原則、専用サイトからオン
ライン申請

 お早目の申請、不備など無
いように

 審査には一定の時間を要
します

 審査後、告知キットなど
を送ります

 告知キットは店舗に掲示
 申請キットは厳重に管理
注）申請キットが不足した場

合は専用サイトより追加
発注

 事業の趣旨を踏まえ、購入
者へ適切かつ丁寧に対応

事業の流れ02
1 事業実施全体の流れ
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参
加
店
舗

③告知キット、
申請キットの受取

①参加申請 ②審査 ④参加者（購入者）
への対応

参
加
者
（
購
入
者
）

①参加店舗で
対象家電を購入

3月23日～8月20日

 県民が対象店舗で
期間内に購入（設
置）が条件

注）早期終了の場合あり

2月24日～4月30日 3月上旬～5月 3月上旬～5月 3月23日～8月20日

②参加店舗から
キャンペーン
チケットを受取

3月23日～8月20日

 購入商品１台につき、
１チケット

 再発行不可
注）郵送申請の場合は

申請書を参加店舗
で配布

③キャンペーン参
加者がツールを利
用して交付申請

3月23日～8月31日

 原則、オンライン申
請

 必要書類に不備ない
ように

 申請＝ポイント交付
ではありません

④審査

 審査には一定の時
間を要します

 申請内容に不備な
どある場合は連絡
します

3月23日～9月上旬

⑤ポイント等交付

【えらべるPay】
1. メール通知
2. えらべるPayを受取
3. お好きなキャッシュレ

スポイントへ交換

【商品券等】
1. 書留にて郵送

3月23日～8月31日

購入

設置

ポイント等の交付状況により早期終了の場合があります

ポ
イ
ン
ト
等
で
お
買
い
物

9月30日まで
交換期限

保管期限に注意

 期限までに交換を完了し
ていないポイントは失効
します。



参加店舗03
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参加店舗03
1 参加店舗にてご対応いただきたいこと
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①参加申請

専用サイト上の申請フォームからお手続きください

②告知用キット、申請キットの
お受け取り

キャンペーン事務局より、各参加店舗に配送いたし
ます

③キャンペーン参加者へのご対応
（実施期間中随時）

キャンペーンチケット

郵送申請書は参加店舗にて品目分の必要枚数を
ダウンロードするなどしてお渡しください。

キャンペーン参加者への申請キットの配布と申請
のサポートを行ってください

郵送申請書記入のサポートオンライン申請
フォーム入力のサ
ポート
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2 ①参加申請 参加要件
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本キャンペーンへの参加要件は以下の通りです。

1. 県内に所在し、対象製品を販売する実店舗（営業所等を含む）であること。ＥＣ店舗等は対象外とする。
2. 対象製品に省エネラベルを表示し、顧客の生活環境等に応じた家電製品の選び方等についてアドバイスを行うとともに、省エネ性能等

について適切に案内をすること。
3. キャンペーンの実施に必要な手続（広報宣伝、消費者へのポイント交付対象製品等についての説明、申請の補助・助言等）を行うこと。
4. キャンペーンに関して不正が疑われる状況等を覚知した場合には、速やかに県に報告すること。
5. キャンペーンの実施に当たり、関連する法令等（特定家庭用機器再商品化法等）を遵守すること。

基本要件（通常店）

地域協力店要件
基本要件に加え、以下の要件を満たす参加店舗は
「地域協力店」として登録されます。

1. 本社・本店が福島県内に所在すること
2. 中小企業であること
※「中小企業」とは、右表の要件を満たす個人または法
人を指します。
※「資本金の総額または出資の総額」、「常時使用する
従業員の数」のいずれかを満たすこと。
※複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において
「売上高」が大きい方を主たる業種とする。

常時使用する
従業員の数

資本金の額又は
出資の総額

業種
（日本標準産業分類で定める業種）

３００人以下３億円以下① 製造業、建設業、運輸業
その他の業種（②～④を除く）

１００人以下１億円以下② 卸売業

１００人以下５千万円以下③ サービス業

５０人以下５千万円以下④ 小売業



参加店舗03
3 ①参加申請 参加申請方法
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申請方法

オンライン申請
専用サイト上の参加店舗登録申請フォームに必要事項を記入して申請してください。
原則オンライン申請となります。申請にあたっては、専用サイトに掲載する募集要領兼利用規約をご確認ください。

※郵送での申請をご希望の場合は、専用サイトから郵送申請用紙をダウンロード・印刷した上で必要事項を記入して郵送してください。
※申請方法が不明な場合や郵送申請用紙のダウンロードができない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。

申請期間

令和8年2月24日（火）から令和8年4月30日（木）まで

その他

申請後に順次に受付、審査を行います。審査後のキャンペーン申請キット・告知キットがお手元に届くまでには時間がかかりますので、
お早目の参加申請をお願いします。
申請内容に不備がある場合には、審査を受け付けられない場合があります。
※申請のタイミングによっては、キャンペーン開始時に各種キットがお手元に届かない場合があります。

３月５日（木）までに参加店舗登録が完了したもの ３月１３日（金）ごろ発送
３月１３日（金）までに参加店舗登録が完了したもの ３月２３日（月）ごろ発送申請キット等発送スケジュール

福島省エネ家電購入応援キャンペーン専用サイト 店舗向けお知らせ https://fukushima-shoene-kaden.jp/participation
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4 ①参加申請 参加申請方法
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募集要領兼利用規約をよく確認のうえ申請をお願いします。登録はオンライン申請フォームのみで完了します。

①専用サイトにアクセス ②申請フォームに入力し、送信 ③参加店舗登録完了

申請フォームに必要事項を入力のうえ、募集要領兼利用規約と誓約書を確認し
フォームを送信

審査完了

スムーズな審査のため、
原則としてオンライン申請となります。

事
務
局
に
よ
る
審
査
・
確
認 参加店舗登録
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5 ①参加申請 オンライン申請フォームについて
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店舗情報

【店舗名称／フリガナ】は、法人名ではなく、屋号名を
ご記載ください。支店の場合は支店名まで入力をお願い
いたします。

住所等その他の店舗情報についても、参加店舗登録のた
めの審査や各種ツールの送付に必要となります。

入力いただいた以下の店舗情報は、
専用サイトの参加店舗検索画面にて
ユーザーに公開されます。
お間違いのないようご入力ください。
・ 店舗名称
・ 店舗住所
・ 電話番号
・ 営業時間
・ 定休日 等
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6 ①参加申請 オンライン申請フォームについて（続き）
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資本金等の情報

「通常店」「地域協力店」の区分に係る審査を行うために必要な項目
情報です。
要件を満たす場合には、自動的に地域協力店として店舗登録されます。
通常店・地域協力店の区分によりキャンペーン参加者へ交付されるポ
イント額が異なりますので、正確な情報を入力してください。

担当者情報

参加店舗登録における審査及びキャンペーン実施期間中又は期間後に、
キャンペーン事務局から各店舗への確認又はお知らせがある場合の連
絡先となります。
※担当者情報は専用サイトへの公開はされません。

誓約書・募集要領兼利用規約・個人情報の提供に関する確認

誓約書と募集要領兼利用規約をよくご確認のうえ、申請してください。
やむを得ない場合を除き、参加店登録確定後の取り消しはできません。

申請完了後、受付完了メールを受信（自動送信）

「＠mail.jtb.com」からのメールを受信できるように設定をお願いし
ます。
※参加店舗の登録が完了したことをお知らせするものではありません。
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7 ②告知用キット、申請キットのお受け取り
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①参加申請 ②告知用キット、申請キットの
お受け取り

③キャンペーン参加者へのご対応
（実施期間中随時）

キャンペーン参加者への申請キットの配布と申請
のサポートを行ってください

郵送申請書は参加店舗にて品目分の必要枚数を
ダウンロードするなどしてお渡しください。

キャンペーンチケット

郵送申請書記入のサポート

専用サイト上の申請フォームからお手続きください キャンペーン事務局より、各参加店舗に配送いたし
ます

オンライン申請
フォーム入力のサ
ポート
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8 ②告知用キット、申請キットのお受け取り 告知用キットの掲示・申請キットの管理
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事務局から告知キットが届きましたら、チラシ・ポスター等を店舗の目立つ場所に掲示し、本事業のPRにご協力いただきますようお願いします。
キャンペーンチケットは厳重に管理してください。

告知キット

B2ポスター・A4チラシ

申請キット

スイングポップ

のぼり旗ステッカー各種

三角ポップ

店舗入口などに掲示

レジ前・対象製品付近などに掲示

キャンペーンチケット

郵送申請書
郵送申請書は、参加店舗において専用サイトか
らダウンロードの上、御準備ください。
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9 ③キャンペーン参加者へのご対応（実施期間中随時）
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①参加申請 ②告知用キット、申請キットの
お受け取り

③キャンペーン参加者へのご対応
（実施期間中随時）

郵送申請書は参加店舗にて品目分の必要枚数を
ダウンロードするなどしてお渡しください。

キャンペーンチケット

専用サイト上の申請フォームからお手続きください キャンペーン事務局より、各参加店舗に配送いたし
ます

キャンペーン参加者への申請キットの配布と申請
のサポートを行ってください

郵送申請書記入のサポートオンライン申請
フォーム入力のサ
ポート
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10 ③キャンペーン参加者へのご対応（実施期間中随時）
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キャンペーン参加者に対して、以下の通りご対応ください。

対象製品の購入

キャンペーンの購入対象期間中に対象製品が購入された場合、Step２
以降のとおり対応してください。

※購入対象期間:令和8年3月23日（月）～令和8年8月20日（木）

※購入対象期間外に購入した製品については対象外となりますので、
キャンペーンチケットを配布しないでください。

※キャンペーン対象製品について尋ねられたときは、専用サイトに掲
載される対象製品リストをもとに御案内願います。

※期間中にキャンペーンチケットが足りなくなる場合は、専用サイト
内の追加発注フォームより発注してください。

対象製品の購入者が「県内に居住する個人であること」がわかる身分
証（運転免許証、マイナンバーカード、公共料金の支払伝票など）の
提示を求め、購入者が福島県内に居住していることを確認してくださ
い。

※福島県内に居住している実態があり、そのことがわかる書類で確認
できる場合は対象となります。

※福島県内に居住していることが確認できない場合、キャンペーンチ
ケットを配布しないでください。

Step1 身分証の確認Step２
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キャンペーン参加者に対して、以下の通りご対応ください。

購入された対象製品1台につき、キャンペーンチケットを1枚配布して
ください。
ただし、１度の購入につき、購入上限台数以上のチケットを交付しな
いでください。

※購入製品を返品する場合はキャンペーンチケットを必ずご返却いた
だく旨お伝えください。
※郵送での申請を希望する購入者に対しては、郵送申請書も併せて配
布してください。

郵送申請書は専用サイトからダウンロードしてください。

対象製品の購入時に発行されるレシート・領収書に担当者印を押印し、
購入された製品についてキャンペーンチケットを配布したことが分か
るようにしてください。

【レシート・領収書の記載項目】
・レシート・領収書の別を問わず、購入製品の購入日・購入店舗名・
品目・製品型番・金額がわかるものが有効です。
・LED照明器具の場合は、上記の項目に加え、製品ごとに税抜金額が
わかるものが有効です。
・領収書の場合は、上記に加え、店舗印の押印があるものが有効とな
ります。

※申請時の添付書類は、代金の支払いが完了していることを示す書類
である必要があります。

【品目ごとの上限】
エアコン :2枚
冷蔵庫 :1枚
LED照明器具 :4枚
エコキュート :1枚

キャンペーンチケットの配布Step３ レシート・領収書に押印Step４
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キャンペーン参加者に対して、以下の通りご対応ください。

本キャンペーンでは、ポイント等交付申請は原則としてキャンペーン参加者本人が行います
が、キャンペーン参加者から申請のサポートを求められた場合は、可能な限り御対応願いま
す。

【オンライン申請の場合】
対象製品１台（キャンペーンチケット１枚）ごとに交付申請を行う必要があります。

【郵送申請の場合】
郵送による申請の場合は、品目（エアコン、冷蔵庫、LED照明器具、エコキュート）ごと
に申請書を作成してください。申請書はまとめて送付いただくことも可能です。
※ポイント交付申請の方法については後のページで詳細説明
※参加店舗での申請のサポートが難しい場合、本キャンペーン事務局コールセンターを御
案内してください。

お問い合わせ

福島省エネ家電購入応援キャンペーン事務局コールセンター
電話:024-573-4404
受付時間:10時～20時（土日祝含む）
開設期間:2026年2月24日から2026年10月31日まで
※申請状況によりコールセンターの開設期間を変更する場合があります。

いち早いポイント交付に向けて、
原則としてオンライン申請をお勧めしてください

郵送申請書は参
加店舗にて品目
分の必要枚数を
ダウンロードす
るなどしてお渡
しください。

申請のサポートStep５
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専用サイトはリンクフリーとなっております。ただし、リンク先は専用サイトトップページ（https://fukushima-shoene-
kaden.jp）にリンクをお願いいたします。また、リンクバナーも用意しておりますので、ご利用になりたい方は専用サイトよ
りダウンロードしてご利用ください。比率はそのまま保持していただければ自由に縮小していただいてかまいません。
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■ やむを得ない事情による場合を除き、参加店舗登録申請の取下げ又は参加店舗登録削除はできま
せん。

■ 店舗からの申請内容に基づき、参加店舗の名称、所在地、電話番号等、キャンペーン実施に当た
り必要となる情報を公開します。

■ キャンペーンの対象期間中に対象商品を販売した場合は、対象製品購入者に対して必ずキャン
ペーンチケットを配付してください。

■ キャンペーンの対象期間中に対象製品を販売した場合以外のいかなる場合においても、キャン
ペーンチケットの配付等はできません。

■ キャンペーンチケットを募集要領等に掲げる使用目的以外では使用できません。

■ キャンペーンチケットを配付した製品の返品があった場合は、直ちに事務局に報告してください。

■ キャンペーンの実施に係る苦情、紛争等が生じた場合は、自らその解決に努めてください。

■ キャンペーンの実施に当たり、県又はキャンペーン事務局からの改善要請等があった場合は、
それに従ってください。

■ キャンペーンの実施に当たり、関連する法令等を遵守してください。

■ 申請等の内容に反する事実が明らかとなった場合は、参加店舗登録取消等の対応を行います。
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1 対象製品購入時の流れ

対象製品を購入する際、店舗において以下の事項をご対応ください。

【品目ごとの上限】
エアコン :2枚
冷蔵庫 :1枚
LED照明器具 :4枚
エコキュート :1枚

①対象製品を購入 ②身分証明書の提示 ③キャンペーンチケットの
受け取り

④レシートおよび
領収書等に押印

福島県内に居住していることを確
認します

対象製品1台につき、
1枚のキャンペーンチケット
を受け取ります

郵送申請を希望される場合、申請
用紙を忘れずにお受け取りくださ
い

購入した製品のレシートや領収
書等に、店舗の押印をもらって
ください
※申請に必要なため紛失にご注
意ください
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キャンペーンチケットは圧着式です。

中面に記載のQRコードをスマートフォンで読み取る又は
パソコンからチケットに記載のURLにアクセスをすると、
オンライン申請フォームが表示されます。

チケットに記載の申請コードを申請フォームに入力してください。

※申請コードはチケット毎に異なるため、購入台数分のチケットを受
け取る必要があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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いち早いポイント交付に向けて、
原則としてオンライン申請をお勧めしてください

①キャンペーンチケッ
トのQRコード読込み

②申請フォームに
必要事項を入力

③申請完了 ④審査 ⑤ポイント等の発行

申請時に入力したメール
アドレスに申請完了の通
知が届きます。
「＠mail.jtb.com」から
のメールを受信できるよ
うに設定をお願いします。

審査完了をお知らせ（交
付を確約）するものでは
ございません。

不備があった場合は、審
査事務局より申請時に記
入された電話番号に、下
記のコールセンターから
不備確認の連絡をいたし
ます。

福島省エネ家電購入応援
キャンペーン事務局コー
ルセンター
【024-573-4404】

交付申請に必要な書類
①キャンペーンチケットの写真 ②購入製品に係るレシート

または領収書の写真
③購入製品に係る
メーカー保証書の写真

④設備設置前の写真
⑤設備設置後の写真
⑥製品本体の型番写真

・レシート・領収書の別を問わず、購入製品の購入日・購入
店舗名・品目・製品型番・金額がわかるものが有効です

・LED照明器具の場合は、上記の項目に加え、製品ごとに税抜
金額がわかるものが有効です

・領収書の場合は、上記に加え、店舗の押印があるものが有
効となります

・型番が記載されているものに限り
ます

・店舗発行の保証書は原則無効です

・設置前後の画像は同じアングルで撮
影してください

対象製品1台（キャンペーン
チケット1枚）ごとに申請が
必要です。

【えらべるPay】
1. メール通知
2. えらべるPayを受取
3. お好きなキャッシュレ

ス ポ イ ン ト へ 交 換
（交換期限9月30日）

【商品券等】
1. 書留にて郵送
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入力項目
（１）申請者情報

・氏名
・氏名フリガナ
・郵便番号
・住所
・電話番号
・メールアドレス
・年代

※キャンペーン参加者である申請
者本人の情報について、誤りの
ないように入力してください。

入力項目
（２）ポイント等選択

希望するポイント等をいずれ
かひとつ選択してください。
・えらべるPay
・JTBナイスギフト（商品券）
・QUOカード

入力項目
（３）購入状況

・申請コード
・対象品目
・購入日
・購入店舗
・メーカー
・製品型番
・購入金額
（・買い替え又は購入）
（・買い替え前の製品の購入年）

※購入製品の情報について、レ
シート、領収書に記載の内容と
相違のないように入力してくだ
さい。
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入力項目
（４）画像のアップロード

下記①～⑥の写真について、漏
れなく画像ファイルをアップ
ロードしてください。
①キャンペーンチケットの画像

②レシート又は領収書の画像
※購入製品の購入日・購入店舗
名・品目・製品型番・金額がわ
かるもの

※LED照明器具の場合は、上記の
項目に加え、製品ごとに税抜金
額がわかるもの

※領収書の場合は、上記に加え、
店舗の押印があるもの

③メーカー保証書の画像
※製品の型番が確認できるもの
※店舗発行の保証書は原則無効

④設置前の画像
⑤設置後の画像
⑥製品本体の型番の画像

入力項目
（５）アンケート

アンケートの各項目に回答して
ください。（任意の項目あり）

入力内容確認
各項目入力後、「入力内容確認」
のボタンを押すと、入力内容確認
画面に進みますので、内容が正し
いか確認してください。

※入力内容に誤りがある場合は、該
当項目が赤く表示されますので、
正しい内容に修正後、再度「入力
内容確認」のボタンを押し、内容
を確認してください。

送信
入力内容確認後、「送信」ボタ

ンを押し、申請を完了してくださ
い。

※申請完了後、申請時に入力された
メールアドレスあてに受付完了
メールを送付します。
「@mail.jtb.com」からのメール
が受信できるようドメイン受信設
定を行ってください。

※申請内容に不備があった場合、申
請時に入力された電話番号に、
キャンペーン事務局コールセン
ターから御連絡をする場合があり
ます。
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①郵送申請書類
一式の受け取り

②郵送申請書に
必要事項を記入

③郵送 ④審査 ⑤商品券等の発送

キャンペーン参加者にて切手・
封筒をご準備のうえ、郵送くだ
さい
可能な限り、ゆうパックなど追
跡可能な配送方法でお送りくだ
さい

商品券等を申請時に記入され
たご住所へ書留にて郵送いた
します

交付申請に必要な書類
①キャンペーンチケットの
写し

④購入製品に係る
レシートまたは領収書の写し

⑤購入製品に係る
メーカー保証書の写し

⑥設備設置前の写真
⑦設備設置後の写真
⑧製品本体の型番写真

・型番が記載されているもの
に限ります

・店舗発行の保証書は原則無
効です

・設置前後の画像は同じアン
グルで撮影してください

②郵送申請用紙
③アンケート用紙

・参加店舗にてお受け
取りください

・複数の対象製品を購
入した場合は、品目ご
とに申請書が必要です

福島県福島市中町1-19 福島中町郵便局留め 福島省エネ家電購入応援キャンペーン事務局 宛

郵送申請書は参加店舗にて
品目分の必要枚数をダウン
ロードするなどしてお渡しく
ださい。 品目ごとに申請が必要です

いち早いポイント交付に向けて、
原則としてオンライン申請をお勧めしてください

・レシート・領収書の別を問わず、購入製品の購入日・購
入店舗名・品目・製品型番・金額がわかるものが有効です

・LED照明器具の場合は、上記の項目に加え、製品ごとに税
抜金額がわかるものが有効です

・領収書の場合は、上記に加え、店舗の押印があるものが
有効となります

不備があった場合は、審
査事務局より申請時に記
入された電話番号に、下
記のコールセンターから
不備確認の連絡をいたし
ます。

福島省エネ家電購入応援
キャンペーン事務局コー
ルセンター
【024-573-4404】

申請書の送付先
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記入項目はオンライン申請の場合と同様です。

複数の対象製品を購入した場合でも品目ごとに申請
書を作成し、申請台数分のキャンペーンチケットを
添付してください。

郵送申請の場合でもキャンペーンチケットは必要に
なりますので、必ず台数分配布してください。

写真貼り付けスペースに以下のもの

をしっかり貼り付けてください。

①キャンペーンチケットの写し

②レシート又は領収書の写し

③メーカー保証書の写し

④購入製品の設置前の写真

⑤購入製品の設置後の写真

⑥対象製品本体の型番写真

※複数の対象製品を申請する場合は、全ての製品について①
～⑥を添付してください。

いち早いポイント交付に向けて、
原則としてオンライン申請をお勧めしてください
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郵送前に、申請書類チェックリストにより、
書類の不備がないことを確認してください。

アンケートにも回答を記入し、郵送申請書と
併せて送付してください。

※郵送料金はキャンペーン参加者負担です。

※可能な限り、ゆうパックなど追跡可能な配送
方法でお送りください。

※送付先は郵送申請用紙に記載がありますので、
誤りの無いよう封筒に転写してください。

いち早いポイント交付に向けて、
原則としてオンライン申請をお勧めしてください
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参加者（購入者）

1

「えらべるPay」
URLを開く

申請時に入力したメールアドレス
に届いた「えらべるPay」受取

URLを開く

この度はキャンペー
ンにご参加いただき
ありがとうございま

した。

http://~~~~~~~
~

2

キャッシュレス
ポイント選択

交換したいキャッシュレス
ポイントを選択

3

キャッシュレス
ポイント詳細確認

詳細を確認して
「ギフト交換へ進む」を押す

v
dポイント（2,000ポイント)

dポイント

ポイント交換フロー

「えらべるPay」発行後の、「えらべるPay」から任意のキャッシュレスポイントへの交換手順は以下の通りです。「えらべるPay」の配信元アドレス
は noreply@gifteeport.biz (固定アドレス)となります。
あらかじめ noreply@gifteeport.biz からのメールを受信できるよう、ドメイン受信設定を行ってください。

5

交換完了

「交換したギフト」の一覧から
利用したいチケットを選択

4

キャッシュレス
ポイント交換
ポイント数を選択して

「ギフト交換を確定する」を押す

5ヶ月後の月
末

v

2026年3月31日
ポイント交換期限 2026年9月30日

URLを開いただけでは
交換は完了していません。

キャッシュレスポイントへの
交換期限:9月30日

キャッシュレスポイントによ
り、交換レートは異なります。

各キャッシュレスポイントに
は使用期限があります。

確定ボタンを押した後の変更
はできません。
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参加者（購入者）

各ブランドページ

6

利用例
例）dポイント:お手持ちのdアカウントにログイン頂き、えらべるPayで
交換したポイントを紐付けすることでご利用が可能となります

7

お買い物
各ブランドの指定方法に従ってお支払い
ください。ご不明な点は利用店舗の指示
に従ってください。

バーコード

「えらべるPay」発行後の、「えらべるPay」から任意のキャッシュレスポイントへの交換手順は以下の通りです。「えらべるPay」の配信元アドレス
は noreply@gifteeport.biz (固定アドレス)となります。
あらかじめ noreply@gifteeport.biz からのメールを受信できるよう、ドメイン受信設定を行ってください。



04
11 注意事項

35

■ キャンペーンは予算の上限に達する、又は達するおそれがある場合、予定より早期に終了する
場合があります。

■ キャンペーンチケットをお持ちの場合でも適切な申請がなされ、審査が完了したものからポイ
ント交付となります。

■ 申請期限を過ぎた場合、ポイント交付はできかねます。

■ 製品が設置されないと申請できませんので、必ず購入時に設置予定日をご確認ください。

■ キャンペーンチケットはポイントの交付を約束するものではありません。

■ キャンペーンチケットは再発行できません。

■ スマートフォン・PCのいずれからも申請が難しい方は、対象製品の購入店舗又はコールセン
ターへご連絡ください。

■ 購入した対象製品を返品する際は、キャンペーンチケットも購入店舗へ必ず返還してください。

■ 虚偽の申請をした場合、法律により罰せられる場合があります。

■ キャンペーンの開始·終了期間は予告なく変更になる可能性があります。

参加者（購入者）


